
概
要

月見野霊園において、生活安心課会計年度任用職員が、自走式草刈機を使用して作業を行った際に、操作
を誤り、墓地区画使用権者の墓石に接触し、その一部を損傷させた事故である。

専決処分年月日

午前11時頃
青森市月見野霊園
（青森市大字駒込
字月見野281番地）

278,300 墓石修理費 令和6年10月10日

事故発生月日

令和6年9月5日

発生時間 発生場所 賠償額（円） 賠償内容

文教経済常任委員協議会

【 配 付 資 料 】

令 和 ６ 年 １ ０ 月 ２ １ 日

市 民 部 生 活 安 心 課

専決処分の報告について

月見野霊園内位置図

事故発生箇所

N
芝区画の状況

自走式草刈機花筒の損傷

墓石の損傷

【和解内容等】

・市は、相手方に対し、この

事故による墓石修理費として

金278,300円を負担する。

・相手方との和解及び専決

処分を行った日

令和6年10月10日


